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＜審議の経緯＞ 

2003 年 7 月 1 日 厚生労働大臣より清涼飲料水中のカドミウムの規格基準

改正に係る食品健康影響評価について要請、関係書類の接
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員長へ報告 
2008 年 9 月 25 日 第 255 回食品安全委員会（報告） 

（同日付で厚生労働大臣に通知） 
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要  約 

 

清涼飲料水の規格基準改正に係る化学物質として、カドミウムの食品健康影響評

価を行った。 
清涼飲料水を含む食品からのカドミウムの耐容週間摂取量は、7 μg/kg 体重/週と設

定した。 
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食品安全委員会において、「食品からのカドミウム摂取の現状に係る安全性確保

について」に係る食品健康影響評価が審議され、平成 20 年７月 3 日付け府食第 748
号をもってカドミウムの耐容週間摂取量を 7 μg/kg 体重/週とする評価結果を通知

している（参照 1）。 
 

食品安全委員会におけるカドミウムの食品健康影響評価結果の概要は下記のとお

りである。 

カドミウムの長期低濃度暴露におけるもっとも鋭敏かつ広範に認められる有害性

の指標は、腎臓での近位尿細管の再吸収機能障害である。したがって、今回のリス

ク評価における耐容週間摂取量は、国内外における多くの疫学調査や動物実験によ

る知見のうち、特に一般環境における長期低濃度暴露を重視し、日本国内における

カドミウム摂取量が近位尿細管機能に及ぼす影響を調べた2つの疫学調査結果を主

たる根拠として設定された。すなわち、カドミウム汚染地域住民と非汚染地域住民

を対象とした疫学調査結果（参照3）から、14.4 μg/kg体重/週以下のカドミウム摂取

量は、ヒトの健康に悪影響を及ぼさない摂取量であり、別の疫学調査結果（参照4）
から、7 μg/kg体重/週程度のカドミウム暴露を受けた住民に非汚染地域の住民と比

較して近位尿細管機能障害（β2-ミクログロブリン尿症等）の過剰が認められなかっ

た。したがって、カドミウムの耐容週間摂取量は、総合的に判断して7μg/kg体重/
週に設定することが妥当である。 

 
上記の評価を踏まえ、清涼飲料水を含む食品からのカドミウムの耐容週間摂取量

(TWI)を７μg/kg体重/週と設定した。 
 
 
 
 

〔参考〕 
暴露状況 
平成 18 年度水道統計におけるカドミウムの水道水での検出状況（表 1）は、原

水において、最高で水質基準値（0.01 mg/L）の 90%超過～100%以下が 2 地点で

見られたが、大部分は水質基準値の 10%以下（5,256/5,262 地点）であった。一方、

浄水においては、最高では水質基準値の 90%超過～100%以下が 1 地点で見られた

が、それ以外は水質基準値の 10%以下（5,246/5,247 地点）であった。 
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表 1 水道水での検出状況（参照 2） 

      目標値に対する度数分布表 

10%以

下 

10%超

過

20%以

下 

20%超

過

30%以

下 

30%超

過

40%以

下 

40%超

過

50%以

下 

50%超

過

60%以

下 

60%超

過

70%以

下 

70%超

過

80%以

下 

80%超

過

90%以

下 

90%超

過

100%
以下

100%
超過

浄水

／ 
原水

の別 

水源種別 
測定 
地点

数 ～ 
0.001 
(mg/L) 

～ 
0.002 
(mg/L) 

～ 
0.003
(mg/L)

～ 
0.004
(mg/L)

～ 
0.005
(mg/L)

～ 
0.006
(mg/L)

～ 
0.007
(mg/L)

～ 
0.008 
(mg/L) 

～ 
0.009 
(mg/L) 

～ 
0.010
(mg/L)

0.011
(mg/L)

～ 
全体 5262 5256 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0

表流水 1027 1026 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

ダム、湖沼水 304 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地下水 3141 3137 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0

原水 

その他 785 784 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

全体 5247 5246 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

表流水 948 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ダム､湖沼水 277 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地下水 2844 2843 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

浄水 

その他 1163 1163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（平成 18 年度調査結果）
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